
1 

2019年2月13日 

株式会社日本レジストリサービス 

代表取締役社長 東田 幸樹 殿 

JPドメイン名諮問委員会 

委員長 後藤 滋樹 

 

 

第10期JPドメイン名諮問委員会の委員推薦について 

 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、第10期JPドメイン名諮問委員会の委員（任期：2019年4月1日～2021年3月

31日）につきまして、当委員会による推薦者の選定作業を進めて参りましたが、下

記の通り7名を選定いたしましたので、ここに推薦させていただきます。つきまし

ては、順次貴社での手続きを進めていただければ幸いに存じます。 

 

敬具 

 

 

記 

 

■推薦に関する基準および推薦理由 

2018年12月21日の第10期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法についての答申

（JPRS-ADVRPT-2018001）に基づき、以下各号の団体・分野より1名ずつ推薦する。 

 

(1) 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以下JPNIC） 

(2) JPドメイン名指定事業者 

(3) インターネットサービスプロバイダー 

(4) 一般企業 

(5) 学識経験者 

(6) インターネットユーザー 

(7) 日本国政府 
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（以下敬称略） 

(1) JPNIC 

 

氏名  後藤 滋樹（ごとう しげき） 

所属／肩書 JPNIC 理事長 

早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科 教授 

 

推薦理由 

JPNIC理事長であり、長年に渡るJPNIC活動への参加から、JPドメイン名に関す

る深い知識を有していること。また、インターネットに関する国際的な活動を

幅広く行っていること。 

 

 

(2) JPドメイン名指定事業者 

 

氏名  佐々倉 秀一（ささくら しゅういち） 

所属／肩書    エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

取締役 ネットワークサービス部長 

 

推薦理由 

JPドメイン名を取り扱う代表的な指定事業者においてJPドメイン名を取り次ぐ

ためのサービスをはじめとする幅広いネットワークサービスに関わり、深い知

識と経験を有していること。 

 

 

(3) インターネットサービスプロバイダー 

 

氏名  岸川 徳幸（きしかわ のりゆき） 

所属／肩書 ビッグローブ株式会社 

人事総務本部 エグゼクティブエキスパート 

兼 システム基盤本部 エグゼクティブエキスパート 

 

推薦理由 

日本を代表するインターネットサービスプロバイダーにおいてインターネット

接続サービスをはじめとする幅広いインターネットサービスに関わり、深い知

識と経験を有していること。 
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(4) 一般企業 

 

氏名  武山 芳夫（たけやま よしお） 

所属／肩書 一般社団法人 日本経済団体連合会 情報通信委員会 

企画部会 部会長 

第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長 

 

推薦理由 

一般社団法人 日本経済団体連合会をはじめ、委員会等の活動に幅広く参画して

おり、一般社団法人日本経済団体連合会からの推薦があること。 

 

 

(5) 学識経験者 

 

氏名  金子 宏直（かねこ ひろなお） 

所属／肩書    東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 

准教授（法学） 

 

推薦理由 

法学、民事訴訟法、電子商取引法など広い分野に渡る知識と経験があり、これ

らの分野とインターネットとの関連についても造詣が深いこと。 

 

 

(6) インターネットユーザー 

 

氏名  唯根 妙子（ゆいね たえこ） 

所属／肩書   一般財団法人 日本消費者協会 専務理事 

 

推薦理由 

消費者問題の専門家として幅広い活動を行う団体である一般財団法人 日本消

費者協会において、消費者利益と企業活動の調和を図りながら、健全な消費社

会の形成に向け活動していること。 

 

 

(7) 日本国政府 

 

所属／肩書   総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 データ通信課 

                課長 

 

 

推薦理由 

総務省組織規則にて、インターネットドメインの利用の推進に関する事務を行
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うインターネットドメイン利用推進官が、総務省 総合通信基盤局 電気通信事

業部 データ通信課に置かれており、当該課がドメイン名に関する政策を担当

する課であること。また、ICANNの政府諮問委員会（GAC：Governmental 

Advisory Committee）に日本政府代表として参加するなど、インターネット資

源管理に関する議論に政府を代表して参加する立場にあること。 

 

ただし、(7)日本国政府については、定期的な人事異動を考慮し、個人名でなく

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 データ通信課 課長という所属／肩書

で推薦する。 

 

 

以上 


